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  策定に当たって  

 

１ 計画策定の趣旨 

国の障害者施策に関する基本法に位置する法律をさかのぼると、昭和４５年（１９７０年）に制定された「心

身障害者対策基本法」に端を発しており、同法は平成５年（１９９３年）の法改正により「障害者基本法」（以

下「基本法」という。）に改正されました。この法改正においては、心身障害者（身体障害者、知的障害者）に

加え精神障害者も「障害者」として位置付けられることとなり、法の目的も「障害者の自立とあらゆる分野の

活動への参加の促進」に改められました。 

その後、平成１６年（２００４年）の改正では障害者差別等をしてはならないという基本的理念が規定され、

平成２３年（２０１１年）の改正では「社会モデル」の考え方や「合理的配慮」の概念が取り入れられました。 

この基本法に基づき、平成２５年（２０１３年）に「障害者基本計画（第３次）」、平成３０年（２０１８年）には

「障害者基本計画（第４次）」（以下「第４次計画」という。）が策定され、令和４年（２０２２年）５月には、「障害

者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（以下「障害者情報アクセ

シビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。）が制定され、障害者基本計画の策定や変更において

は障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえることが必要となりました。 

第４次計画の計画期間が令和４年（２０２２年）に満了することに伴い、２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会（以下「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」という。）の開催、「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」（令和３年法律第５６号。以下「障害者差別解消法改

正法」という。）の成立・公布等を踏まえて、令和５年（２０２３年）３月１４日に、「障害者基本計画（第５次）」が

閣議決定されました。 

本町では、平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）の６年間を計画期間とする「阿武町

障害者プラン」及びその実施計画となる「阿武町障害福祉サービス実施計画」を策定し、障害者福祉施策を

推進しています。 

「阿武町障害者プラン（201８～2023）・第６期阿武町障害福祉サービス実施計画・第２期阿武町障害

児福祉サービス実施計画」の計画期間が令和５年度（２０２３年度）に満了するため、国や山口県の動向及

び社会情勢の変化等を踏まえるとともに、これまでの取組の進捗状況の点検・評価を行い、住民ニーズ等

を反映した新たな「阿武町障害者プラン（2024～2029）」及び「第７期阿武町障害福祉サービス実施計

画・第３期阿武町障害児福祉サービス実施計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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２ 障害者施策の動向 

（１）「障害者基本計画（第５次）」の策定 

国においては、令和５年（２０２３年）３月１４日に「障害者基本計画（第５次）」（以下「第５次計画」

という。）を閣議決定し、令和５年度（２０２３年度）からの５年間を対象として障害者の自立及び社

会参加の支援等のための総合的かつ計画的な推進を図っています。 

 

◆各分野における障害者施策の基本的な方向◆ 

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（１）権利擁護の推進、虐待の防止 （２）障害を理由とする差別の解消の推進 

２．安全・安心な生活環境の整備 

（１）住宅の確保 

（２）移動しやすい環境の整備等  

（３）アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普

及促進 

（４）障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

（１）情報通信における情報アクセシビリティの向上 

 （２）情報提供の充実等 

（３）意思疎通支援の充実 

（４）行政情報のアクセシビリティの向上 

４．防災、防犯等の推進 

（１）防災対策の推進 

 （２）東日本大震災を始めとする災害からの復興の

推進 

（３）防犯対策の推進 

（４）消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

５．行政等における配慮の充実 

（１）司法手続等における配慮等 

 （２）選挙等における配慮等 

（３）行政機関等における配慮及び障害者理解の促

進等 

（４）国家資格に関する配慮等 

６．保健・医療の推進 

（１）精神保健・医療の適切な提供等 

 （２）保健・医療の充実等 

 （３）保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 

（４）保健・医療を支える人材の育成・確保 

（５）難病に関する保健・医療施策の推進 

（６）障害の原因となる疾病等の予防・治療 

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

（１）意思決定支援の推進 

 （２）相談支援体制の構築 

 （３）地域移行支援、在宅サービス等の充実 

 （４）障害のあるこどもに対する支援の充実 

 （５）障害福祉サービスの質の向上等 

（６）福祉用具その他アクセシビリティの向上に資

する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者

補助犬の育成等 

（７）障害福祉を支える人材の育成・確保 

８．教育の振興 

（１）インクルーシブ教育システムの推進 

 （２）教育環境の整備 

（３）高等教育における障害学生支援の推進 

（４）生涯を通じた多様な学習活動の充実 

９．雇用・就業、経済的自立の支援 

（１）総合的な就労支援 

 （２）経済的自立の支援 

 （３）障害者雇用の促進 

（４）障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の

機会の確保 

（５）一般就労が困難な障害者に対する支援 

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興 

（１）文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充

実に向けた社会環境の整備 

（２）スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピッ

ク等競技スポーツに係る取組の推進 

11．国際社会での協力・連携の推進 

（１）国際社会に向けた情報発信の推進等 

 （２）国際的枠組みとの連携の推進 

(３) 政府開発援助を通じた国際協力の推進等 

(４) 障害者の国際交流等の推進 
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◆第５次計画で追加された項目や視点◆ 

（概略、一部抜粋） 

１ 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を踏まえること 

２ 「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念 

３ 「障害者差別解消法改正法」の内容について 

①事業者に対する合理的配慮の提供を義務付け 

②行政機関相互間の連携強化 

③障害を理由とする差別を解消するための支援措置強化 

４ 社会のあらゆる場面でのアクセシビリティ向上 

５ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、デジタル機器・サービスに係るアクセシビリ
ティ環境の整備を促進するための各種取組を推進する 

６ 障害者の家族やヤングケアラーを含む介助者など関係者への支援も重要である 

７ 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を踏まえた取組を推進 

８ 虐待の早期発見や防止に向けた取組 

９ 強度行動障害を有する者の支援に関する研修の実施の支援体制整備 

10 どの相談窓口等でも対応されないという事案が生じないように取り組む 

11 ソフト面、ハード面からのバリアフリー化 

12 情報アクセシビリティの向上に向けた、ＩＣＴ機器の利活用の推進や支援 

13 心身の障害等により制限を付している法令の規定（相対的欠格条項）の見直し 

14 医療的ケア児支援センターが各種支援や研修の実施等を推進 

15 障害児においても、こどもの意思決定支援等に配慮した必要な支援を推進 

16 学校教育における障害のある幼児児童生徒及び学生に対する支援を推進 

17 公立小・中学校施設における、令和７年度末までの５年間の緊急かつ集中的なバリアフリー化の
整備 

18 障害者の文化芸術活動に対する支援、障害者の優れた芸術作品の展示棟等の推進、地方公共団
体における障害者よる文化芸術活動に関する計画策定の促進 
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（２）「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の

改正 

「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（以下「基本指針」という。）」は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定

めるに当たっての基本的な方針を定めるものです。直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえ、

市町村及び都道府県が令和６年度（２０２４年度）～８年度（２０２６年度）までの第７期障害福祉計

画・第３期障害児福祉計画を策定するに当たって即すべき事項を定めています。 

◆主な改正点◆ 

 ① 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 ③ 福祉施設から一般就労への移行等 

 ④ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

 ⑤ 発達障害者等支援の一層の充実 

 ⑥ 地域における相談支援体制の充実・強化 

 ⑦ 障害者等に対する虐待の防止 

 ⑧ 地域共生社会の実現に向けた取組 

 ⑨ 障害福祉サービスの質の確保 

 ⑩ 障害福祉人材の確保・定着 

 ⑪ よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害（児）福祉計画の策定 

 ⑫ 障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 

 ⑬ 障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 

 ⑭ その他：地方分権提案に対する対応 

 

（３）障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法においては、国や地方公共団体の

責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推

進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会を実現することを目的としています。 

 

（４）障害者による文化芸術活動の推進 

令和５年（２０２３年）３月に改定された「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な

計画（第２期）」において、「障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開」、「文化施設

及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等による、障害者が文化芸術に親しみ、

参加する機械等の充実」、「地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築」を目標

とする取組を進めています。 

 

（５）成年後見制度の利用促進 

「第二期成年後見制度利用促進計画」が令和４年（２０２２年）３月に閣議決定され、市町村長

申立ての場合に限らず、本人や親族からの申立て等も対象になること、後見人以外の保佐人、補

助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人、特別代理人の場合でも事業の対象になることなど

が定められました。  



 

5 

３ 計画の位置付けと役割 

本計画における「阿武町障害者プラン」は、基本法第１１条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」と

して障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期的な計画であり、障害のある人に関する

施策分野全般にわたる計画となっています。 

「阿武町第７期障害福祉サービス実施計画」は障害者総合支援法第８８条第１項の規定に基づく「市町村

障害福祉計画」、「第３期阿武町障害児福祉サービス実施計画」は児童福祉法第３３条の２０第１項の規定

に基づく「市町村障害児福祉計画」となっており、基本指針を踏まえて本町の障害福祉サービスや地域生

活支援事業等の具体的なサービス見込量、その確保方策などを定める計画となっています。 

また、本計画は、本町の最上位計画である「第７次阿武町総合計画」の町づくりの方向性を踏まえ、福祉

分野における上位計画である「阿武町地域福祉計画」等の関連計画との整合性を図って策定するものです。 

 

◆計画の位置付け◆ 

 

 

 

 

  

第７次阿武町総合計画 

〔町の将来像：夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」〕 

〔基本理念：選ばれる町をつくる〕 

整合 

［ 本計画 ］ 

阿武町障害者プラン 

【根拠法：障害者基本法】 

≪国：障害者基本計画（第５次）≫ 

阿武町 
第７期障害福祉サービス実施計画 

【根拠法：障害者総合支援法】 

≪国：基本指針≫ 

整合 連携 

阿武町地域福祉計画 

整合 

阿武町 
第３期障害児福祉サービス実施計画 

【根拠法：児童福祉法】 

≪国：基本指針≫ 

調

整 

連

携 

［関連計画］ 
■
阿
武
町
高
齢
者
介
護
福
祉
計
画 

■
阿
武
町
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

他 

整合 
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４ 計画の期間 

本計画の「阿武町障害者プラン」の計画期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１１年度（２０２９年度）

までの６年間とし、令和８年度（２０２６年度）に中間見直しを行います。また、「阿武町第７期障害福祉サービ

ス実施計画・阿武町第３期障害児福祉サービス実施計画」の計画期間は、令和６年度（２０２４年度）から令

和８年度（２０２６年度）の３年間とします。 

 

阿武町障害者プラン等の概要 

平成 
30 年度 
（2018） 

令和 
元年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

令和 
３年度 
（2021） 

令和 
４年度 
（2022） 

令和 
５年度 
（2023） 

令和 
６年度 
（2024） 

令和 
７年度 
（2025） 

令和 
８年度 
（2026） 

令和 
９年度 
（2027） 

令和 
10 年度 
（2028） 

令和 
11 年度 
（2029） 

阿武町障害者プラン（2018～2023） 阿武町障害者プラン（2024～2029） 

第５期障害福祉サービス実施計画 第６期障害福祉サービス実施計画  第７期障害福祉サービス実施計画 第８期障害福祉サービス実施計画 

第１期障害児福祉サービス実施計画 第２期障害児福祉サービス実施計画 第３期障害児福祉サービス実施計画 第４期障害児福祉サービス実施計画 

 

５ 計画の策定方法 

（１）アンケート調査の実施 

町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び障

害福祉サービスの利用者の現在の状況や課題、意向等を把握し、施策を検討する基礎資料とするた

めに実施しました。 

 

調査対象 町内に住所を有する身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、 

障害福祉サービスの利用者 

調査期間 令和５年（２０２３年）９月 14日～９月 25日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

配布数 ９０件 

有効回収数 ４８件 

有効回収率 53.3％ 

 

（２）策定委員会における審議 

計画の策定に当たっては「阿武町地域福祉運営協議会」において、本計画の内容についての審議を

行いました。 
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  第１章 障害者施策に関する状況  

 

１ 障害者の状況 

（１）手帳所持者数の推移 

障害者手帳所持者数は減少傾向となっています。 

（単位：人、各年度１月末現在） 

区分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

身体障害者 

手帳 

手帳所持者数 211 204 197 171 173 

町人口比（％） 6.4 6.3 6.2 5.5 5.6 

療育手帳 
手帳所持者数 37 36 37 35 36 

町人口比（％） 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 

精神障害者保健

福祉手帳 

手帳所持者数 38 40 42 34 37 

町人口比（％） 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 

合計 286 280 276 240 246 

町人口比（％） 8.6 8.7 8.7 7.7 8.0 

町人口 3,311 3,225 3,180 3,109 3,064 

【障害者手帳所持者数の推移（各年度 1 月末現在）】 

 

【障害種類別身体障害者手帳所持者数（令和４年度）】 

 

  

211 204 197
171 173

37 36 37

35 36

38 40 42

34 37

286 280 276

240 246

0

50

100

150

200

250

300

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

合計

精神障害者

保健福祉手帳

療育手帳

身体障害者手帳

（人）

19 

7 

4 

73 

70 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害

（ｎ＝173）

（人）
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（２）重度化・高齢化の状況 

○ 重度化 

身体及び精神障害者の重度の割合は増加傾向となっています。 
（単位：人） 

区分 
平成 
３０年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

重度身体 

障害者 

身体障害者手帳１・２級 ９９ ９５ 92 76 78 79 

所持者中割合（％） 46.9 46.6 46.7 44.4 45.1 46.5 

重度知的 

障害者 

療育手帳Ａ 18 18 18 16 16 16 

所持者中割合（％） 48.6 50.0 48.6 45.7 44.4 44.4 

重度精神 

障害者 

精神障害者保健福祉手帳１級 12 13 11 10 10 10 

所持者中割合（％） 31.6 32.5 26.2 29.4 27.0 28.6 

※令和５年度（2023 年度）は令和６年（2024 年）１月末現在の数値 

○ 高齢化 

身体障害者の高齢者の割合は８割を超えており、精神障害者では３割以上、知的障害者では２割

以上となっています。 
（単位：人） 

区分 
平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

65 歳以上の割合 

高齢身体障害 82.9 83.3 83.8 85.4 85.5 85.3 

高齢知的障害 16.2 13.9 16.2 20.0 19.4 22.2 

高齢精神障害 34.2 32.5 28.6 35.3 29.7 31.4 

※令和５年度（2023 年度）は令和６年（2024 年）１月末現在の数値 

（３）自立支援医療（精神通院）支給認定者数の状況 

自律支援医療（精神通院）は、精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患又はてんかんを有する

人で、通院による精神医療を継続的に必要とする人に対し、医療費の自己負担額の一部を助成する

制度です。 

令和４年度（２０２２年度）までは減少傾向となっていましたが、令和５年度（２０２３年度）は、前年度

に比べて増加しています。 
（単位：人） 

区分 
平成 

30年度 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

認定者数 81 70 69 59 57 62 

※令和５年度（2023 年度）は令和６年（2024 年）１月末現在の数値 

 

２ 障害児の状況 

萩圏域の保健・医療・保育・教育等の関係機関の連携により、障害のあるこどものライフステージに応じ

て必要な支援の提供を図っています。 

児童発達支援（未就学児）の利用者数は横ばいとなっていますが、放課後等デイサービス（小中高生）及

び保育所等訪問支援（未就学児・小学生）の利用者数は減少傾向となっています。 
（単位：人） 

区分 
平成 

30年度 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

児童発達支援（未就学児） 5 4 4 3 4 4 

放課後等デイサービス（小中高生） 6 7 5 4 2 2 

保育所等訪問支援（未就学児・小学生） 3 3 9 4 2 2 

合計 14 14 18 11 8 8 

※令和５年度（2023 年度）は令和６年（2024 年）１月末現在の数値 
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３ 福祉に関するアンケート調査の集計 

（１）調査対象者について 

問３ あなたの年齢をお答えください。 

全体では、「50～59 歳」が 27.1％と最も高く、「40～49 歳」が 20.8％、「60～64 歳」が 14.6％

と続いています。 

 

 

（２）調査結果について 

問５ あなたを介助してくれる人は、主にどなたですか。 

全体では、「父または母」が33.3％と最も高く、「配偶者（夫または妻）」が6.3％、「きょうだい」と「福

祉施設の職員・ホームヘルパー」がそれぞれ 4.2％と続いています。 

 

  

（％）

全体(n=48) 0.0 0.0 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

7
0
～

7
9
歳

０
歳

１
～

５
歳

６
～

９
歳

1
0
～

1
7
歳

1
8
～

1
9
歳

2
0
～

2
9
歳

3
0
～

3
9
歳

4
0
～

4
9
歳

5
0
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

8
0
歳
以
上

無
回
答

6.3 2.1 4.2 8.3 6.3 20.8 27.1 14.6 6.3 2.1 2.1

7.1 7.1 28.6 35.7 14.3 7.1

10.0 20.0 20.0 20.0 30.0

8.3 8.3 16.7 16.7 33.3 8.3 8.3

(％)

全体(n=48) 0.0 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

父
ま
た
は
母

配
偶
者
（

夫
ま
た
は
妻
）

き
ょ

う
だ
い

福
祉
施
設
の
職
員
・
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

子
ど
も

親
せ
き

友
人
・
知
人

そ
の
他

介
助
は
必
要
な
い

無
回
答

33.3 6.3 4.2 4.2 2.1 2.1 39.6 8.3

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 50.0 7.1

60.0 20.0 20.0

50.0 8.3 8.3 25.0 8.3



 

10 

問６ 介助してくれる人の年齢、健康状態についてお答えください。（それぞれ１つ） 

 

①介助者の年齢 

全体では、「70 代」が 31.8％と最も高く、「50 代」が 22.7％、「40 代」が 18.2％と続いています。 

 

※「29 歳以下」との回答は見られない 

 

②介助者の健康状態 

全体では、「健康である」が 81.8％、「健康に不安がある」が 18.2％となっています。 

 

  

9.1 18.2

25.0

22.7

25.0

33.3

37.5

13.6

25.0

16.7

25.0

31.8

25.0

50.0

25.0

4.5

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=22)

【障害種別】

身体障害者(n=4)

知的障害者(n=6)

精神障害者(n=8)

30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上

81.8

50.0

83.3

75.0

18.2

50.0

16.7

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=22)

【障害種別】

身体障害者(n=4)

知的障害者(n=6)

精神障害者(n=8)

健康である 健康に不安がある
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問７ これから先、あなたを介助してくれる人の高齢化や介助してくれる人がいなくなったときのために、

どのような支援が必要になってくると思いますか。（いくつでも） 

全体では、「身のまわりの世話をしてくれる人の確保」が 37.5％と最も高く、「経済的な支援の充実」

と「相談支援の充実」がそれぞれ 35.4％と続いています。 

 

 

問 11 あなたは、医療を受けることや健康の管理で困っていることがありますか。（いくつでも） 

全体では、「通院のための交通手段を確保しにくい」が 18.8％と最も高く、「通院のための交通費の

負担が大きい」が 14.6％、「健康に関する情報が少ない」が 12.5％と続いています。 

 

  

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10) 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0

0

特
に
な
い

身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
の
確
保

経
済
的
な
支
援
の
充
実

相
談
支
援
の
充
実

住
ま
い
の
確
保

一
人
暮
ら
し
や
共
同
生
活
に
慣
れ
る
た
め
の

支
援

緊
急
時
の
居
場
所
の
確
保

災
害
時
の
避
難
支
援

日
中
過
ご
せ
る
場
所
・
仲
間
や
友
達
と

出
会
え
る
場
所
の
充
実

ま
わ
り
の
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の

支
援

進
学
や
就
職
に
向
け
た
支
援

そ
の
他

無
回
答

37.5 35.4 35.4 33.3 31.3 29.2 29.2 18.8 14.6 8.3 2.1 18.8 6.3

42.9 42.9 35.7 50.0 35.7 57.1 64.3 21.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

30.0 30.0 40.0 20.0 40.0 30.0 40.0 10.0 10.0 30.0 10.0

58.3 41.7 41.7 33.3 58.3 16.7 25.0 25.0 25.0 8.3 8.3

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0

0

特
に
な
い

通
院
の
た
め
の
交
通
手
段
を
確
保
し
に
く
い

通
院
の
た
め
の
交
通
費
の
負
担
が
大
き
い

健
康
に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

専
門
的
な
治
療
や
リ
ハ
ビ
リ
が
受
け
ら
れ
る

病
院
が
近
く
に
な
い

健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
運
動
す
る
機
会
や

場
所
が
少
な
い

健
康
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
人
が
い
な
い

症
状
を
伝
え
る
こ
と
や
医
師
の
指
示
を

理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い

通
院
の
と
き
の
介
助
者
の
確
保
が
難
し
い

か
か
り
つ
け
医
が
い
な
い

医
療
費
の
負
担
が
大
き
い

そ
の
他

無
回
答

18.8 14.6 12.5 10.4 8.3 8.3 6.3 4.2 4.2 4.2 2.1 41.7 6.3

21.4 21.4 7.1 14.3 14.3 14.3 7.1 7.1 7.1 7.1 28.6 7.1

10.0 20.0 20.0 10.0 40.0 20.0

41.7 16.7 33.3 8.3 8.3 16.7 8.3 16.7 16.7
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問 12 あなたが、現在利用している障害福祉サービス等についておたずねします。 

 

①現在、利用しているサービスをすべてお答えください。（いくつでも） 

※受給者証の記載内容を参考にしてください。 

全体では、「就労継続支援（B 型）」が 8.3％と最も高く、「居宅介護」が 6.3％と続いています。 

18 歳未満のみでは、「放課後等デイサービス」が 4.2％と最も高くなっています。 

 

 

  

8.3

6.3

4.2

4.2

4.2

4.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

2.1

2.1

0.0

0.0

20.8

47.9

0% 20% 40% 60%

就労継続支援（B型）

居宅介護（ホームヘルプ）

療養介護

就労移行支援

就労定着支援

移動支援

重度訪問介護

同行援護

自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練）

就労継続支援（A型）

日中一時支援

行動援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

生活介護

自立生活援助

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

訪問入浴サービス

（18歳未満のみ）放課後等デイサービス

（18歳未満のみ）児童発達支援

（18歳未満のみ）保育所等訪問支援

（18歳未満のみ）居宅訪問型児童発達支援

（18歳未満のみ）医療型児童発達支援

利用しているサービスはない

無回答

全体(n=48)
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②今後新たに利用したいサービスはありますか。（いくつでも） 

全体では、「就労移行支援」が 8.3％と最も高く、「居宅介護」と「同行援護」と「自立訓練（機能訓練、

生活訓練、宿泊型自立訓練）」がそれぞれ 6.3％と続いています。 

18 歳未満のみでは、「保育所等訪問支援」が 4.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

8.3

6.3

6.3

6.3

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

64.6

0% 20% 40% 60% 80%

就労移行支援

居宅介護（ホームヘルプ）

同行援護

自立訓練（機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練）

重度訪問介護

行動援護

就労継続支援（B型）

共同生活援助（グループホーム）

移動支援

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

就労継続支援（A型）

就労定着支援

自立生活援助

日中一時支援

訪問入浴サービス

生活介護

療養介護

施設入所支援

（18歳未満のみ）保育所等訪問支援

（18歳未満のみ）児童発達支援

（18歳未満のみ）居宅訪問型児童発達支援

（18歳未満のみ）医療型児童発達支援

（18歳未満のみ）放課後等デイサービス

利用したいサービスはない

無回答

全体(n=48)
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問 13 今後、障害福祉サービス等を利用しやすくするためには、どのようなことが必要だと思いますか。

（主なもの５つまで） 

全体では、「どのようなサービスがあるのか、わかりやすく情報を提供してほしい」が 35.4％と最も

高く、「必要なときにすぐに利用できるようにしてほしい」が 31.3％、「自分に適切なサービスをアドバイ

スしてほしい」が 29.2％と続いています。 

 

 

問 15 あなたは今後、どのように暮らしたいと思いますか。 

全体では、「自宅（アパートなどを含む）で家族や親族と暮らしたい」が 54.2％と最も高く、「自宅（ア

パートなどを含む）で一人で暮らしたい」が 29.2％と続いています。 

 

※「福祉施設（障害者支援施設）で暮らしたい」「福祉施設（高齢者施設）で暮らしたい」との回答は見られない 

  

（％）

全体(n=48) 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0

0

そ
の
他

ど
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
が
あ
る
の
か
、

わ
か
り
や
す
く
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し
い

必
要
な
と
き
に
す
ぐ
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

し
て
ほ
し
い

自
分
に
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
を
ア
ド
バ
イ
ス

し
て
ほ
し
い

申
請
や
手
続
き
の
方
法
を
わ
か
り
や
す
く

し
て
ほ
し
い

障
害
の
特
性
に
応
じ
た
方
法
で
相
談
支
援
や

情
報
提
供
を
し
て
ほ
し
い

町
内
の
身
近
な
場
所
で
サ
ー

ビ
ス
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
気
軽
に
相
談
で
き
る
場
所

が
ほ
し
い

サ
ー

ビ
ス
の
費
用
負
担
を
軽
減
し
て
ほ
し
い

サ
ー

ビ
ス
の
回
数
や
時
間
を
増
や
し
て
ほ
し
い

施
設
の
職
員
な
ど
の
技
術
・
知
識
を
向
上
し
て

ほ
し
い

施
設
の
職
員
な
ど
の
人
数
を
増
や
し
て
ほ
し
い

特
に
な
い

無
回
答

35.4 31.3 29.2 16.7 16.7 16.7 10.4 10.4 8.3 8.3 2.1 18.8 10.4

42.9 50.0 7.1 14.3 21.4 7.1 7.1 7.1 14.3 21.4 7.1 21.4

30.0 10.0 20.0 30.0 20.0 10.0 40.0 10.0

41.7 25.0 41.7 16.7 16.7 25.0 16.7 25.0 8.3 8.3 16.7

29.2

42.9

25.0

54.2

35.7

60.0

66.7

4.2

20.0

8.3

4.2

14.3

8.3

7.1

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10)

精神障害者(n=12)

自宅（アパートなどを含む）で一人で暮らしたい

自宅（アパートなどを含む）で家族や親族と暮らしたい

グループホームで暮らしたい

その他

無回答
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問 16 あなたが今後、地域で安心して暮らすためには、どのような支援や施策が必要ですか。（５つまで） 

全体では、「医療や生活にかかる費用の負担が軽減されること」が 39.6％と最も高く、「障害のある

人にとって暮らしやすい住まいが確保できること」が 31.3％、「相談したいときに、身近な場所ですぐに

対応してもらえること」と「病院や施設、町などが連携して、障害者が地域で安心して暮らせるようにす

ること」がそれぞれ 29.2％と続いています。 

 
※「病院や施設、町などが連携して、地域で安心して暮らせるようにすること」は「病院や施設、町などが連携し

て、障害者が地域で安心して暮らせるようにすること」の略 

 

問 17 あなたが相談したいことは、どのようなことですか。（いくつでも） 

全体では、「自分や家族の老後のこと」が 29.2％と最も高く、「生活費や収入のこと」が 20.8％、

「自分の体調のこと」と「家族・学校・職場・近所などでの人間関係のこと」がそれぞれ 18.8％と続いて

います。 

 
※「特にない（33.0％）」「その他（0.0％）」「無回答（8.3％）」は、ページの都合上表示していない 

  

（％）

全体(n=48) 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0

0

そ
の
他

医
療
や
生
活
に
か
か
る
費
用
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
る
こ
と

障
害
の
あ
る
人
に
と
っ

て
暮
ら
し
や
す
い

住
ま
い
が
確
保
で
き
る
こ
と

相
談
し
た
い
と
き
に
、

身
近
な
場
所
で
す
ぐ
に
対

応
し
て
も
ら
え
る
こ
と

病
院
や
施
設
、

町
な
ど
が
連
携
し
て
、

障
害
者
が

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

地
域
の
人
が
障
害
に
つ
い
て
十
分
に

理
解
し
て
く
れ
る
こ
と

身
近
に
支
援
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と

災
害
な
ど
緊
急
の
と
き
に
、

一
時
的
に
過
ご
せ
る

場
所
が
あ
る
こ
と

自
分
の
意
思
を
正
し
く
伝
え
、

理
解
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と

家
族
な
ど
、

介
助
し
て
く
れ
る
人
が
休
息
を
と
る

た
め
の
支
援
が
充
実
し
て
い
る
こ
と

食
事
や
入
浴
、

移
動
な
ど
日
常
生
活
で
必
要
な

サ
ー

ビ
ス
や
訓
練
が
適
切
に
受
け
ら
れ
る
こ
と

医
療
的
ケ
ア
を
自
宅
で
必
要
に
応
じ
て

受
け
ら
れ
る
こ
と

特
に
な
い

無
回
答

39.6 31.3 29.2 29.2 16.7 16.7 14.6 12.5 10.4 8.3 4.2 20.8 2.1

35.7 42.9 14.3 28.6 7.1 21.4 35.7 7.1 7.1 7.1 14.3

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 30.0 30.0 10.0

66.7 41.7 58.3 33.3 33.3 16.7 8.3 8.3 16.7 8.3 8.3

炊事・掃除・洗濯など家事のこと

（％）

全体(n=48) 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

差
別
・
偏
見
に
関
す
る
こ
と

自
分
や
家
族
の
老
後
の
こ
と

生
活
費
や
収
入
の
こ
と

自
分
の
体
調
の
こ
と

家
族
・
学
校
・
職
場
・
近
所
な
ど
で
の
人
間
関

係
の
こ
と

仕
事
・
就
職
の
こ
と

医
療
機
関
へ
の
受
診
の
こ
と

緊
急
時
・
災
害
時
の
こ
と

住
ま
い
の
こ
と

外
出
・
移
動
の
こ
と

就
学
・
進
学
・
教
育
の
こ
と

介
助
し
て
く
れ
る
人
の
健
康
や
体
力
の
こ
と

情
報
収
集
の
こ
と

炊
事
・
掃
除
・
洗
濯
な
ど
家
事
の
こ
と

話
し
相
手
の
こ
と

結
婚
の
こ
と

支
援
し
て
く
れ
る
人
の
こ
と

育
児
の
こ
と

余
暇
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
こ
と

自
分
の
介
助
・
介
護
の
こ
と

29.2 20.8 18.8 18.8 14.6 10.4 10.4 8.3 8.3 8.3 6.3 6.3 6.3 6.3 4.2 4.2 4.2 2.1 2.1

21.4 21.4 7.1 7.1 7.1 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 7.1 7.1

40.0 20.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0

41.7 33.3 33.3 33.3 33.3 8.3 16.7 16.7 8.3 16.7 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3
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問 18 あなたが相談先に望むことは何ですか。（主なもの５つまで） 

全体では、「１か所でどんな相談にも対応できること」が 31.3％と最も高く、「身近な地域で相談でき

ること」と「障害の特性に応じて専門の相談ができること」がそれぞれ 22.9％と続いています。 

 

 

 

問 20 障害のある人や障害のある子どもを育てた親が、自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の障害の

ある人や親の悩みなどを聞くという取組を「ピアサポート活動」と言います。 

あなたは、この活動に参加してみたいと思いますか。 

全体では、「参加してみたいと思わない」が 68.8％と最も高く、「具体的な内容を聞いたうえで参加

を検討してみたい」が 14.6％、「悩みなどを聞いてもらう立場で参加してみたい」が 4.2％と続いてい

ます。 

 

※「悩みなどを聞く立場で参加してみたい」との回答は見られない 

  

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0

0

特
に
な
い

１
か
所
で
ど
ん
な
相
談
に
も
対
応
で
き
る
こ
と

身
近
な
地
域
で
相
談
で
き
る
こ
と

障
害
の
特
性
に
応
じ
て
専
門
の
相
談
が
で
き
る

こ
と

年
齢
や
状
況
な
ど
に
応
じ
た
情
報
を
提
供
し
て

く
れ
る
こ
と

相
談
員
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

休
日
や
夜
間
、

緊
急
時
で
も
相
談
で
き
る
こ
と

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
相
手
の
顔
を

見
な
が
ら
遠
隔
で
相
談
で
き
る
こ
と

障
害
の
あ
る
人
や
そ
の
家
族
な
ど
、

同
じ
立
場
の
人
に
相
談
が
で
き
る
こ
と

自
宅
や
病
院
、

施
設
を
訪
問
し
て
く
れ
る
こ
と

電
話
・
F
A
X
・
電
子
メ
ー

ル
で
の
相
談
が

で
き
る
こ
と

そ
の
他

無
回
答

31.3 22.9 22.9 20.8 14.6 10.4 8.3 6.3 4.2 2.1 2.1 33.3 8.3

35.7 7.1 14.3 14.3 14.3 14.3 7.1 7.1 28.6 21.4

30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 50.0 10.0

41.7 25.0 33.3 25.0 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3 8.3 25.0

4.2

7.1

14.6

10.0

25.0

68.8

78.6

80.0

66.7

12.5

14.3

10.0

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10)

精神障害者(n=12)

悩みなどを聞いてもらう立場で参加してみたい

具体的な内容を聞いたうえで参加を検討してみたい

参加してみたいと思わない

無回答
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問 21 あなたは、現在、収入を得て働いていますか。※問３で 18 歳以上と回答した方に質問 

全体では、「働いていない」が 31.7％と最も高く、「パート・アルバイトや派遣職員等として働いてい

る」が 26.8％、「福祉施設・作業所等に通って給料（工賃）をもらっている」が 19.5％と続いています。 

 

 

問 25 障害があっても働きやすくなるためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（主なもの５つまで） 

全体では、「短時間勤務など柔軟な働き方ができること」と「働きながら通院できること」、「障害が

あっても働ける場所が増えること」がそれぞれ 37.5％と最も高くなっています。 

 

 

  

9.8

7.7

22.2

26.8

15.4

44.4

10.0

4.9

7.7

19.5

7.7

33.3

40.0

31.7

46.2

40.0

7.3

15.4

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=41)

【障害種別】

身体障害者(n=13)

知的障害者(n=9)

精神障害者(n=10)

正職員・正社員として働いている

パート・アルバイトや派遣職員等として働いている

自宅で働いている（自営業など）

福祉施設・作業所等に通って給料（工賃）をもらっている

働いていない

無回答

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0

0

専
門
的
な
技
術
を
身
に
着
け
る
職
業
訓
練
が

充
実
し
て
い
る
こ
と

短
時
間
勤
務
な
ど
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
る

こ
と

働
き
な
が
ら
通
院
で
き
る
こ
と

障
害
が
あ
っ

て
も
働
け
る
場
所
が
増
え
る
こ
と

通
勤
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

職
場
で
差
別
が
な
い
こ
と

通
勤
に
か
か
る
費
用
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と

在
宅
勤
務
が
で
き
る
こ
と

就
労
に
向
け
た
相
談
の
場
が
充
実
し
て
い
る

こ
と

職
場
に
介
助
な
ど
の
支
援
を
し
て
く
れ
る
人
が

い
る
こ
と

就
労
の
準
備
の
た
め
に
か
か
る
交
通
費
な
ど
の

費
用
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と

職
場
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー

な
ど
の
配
慮
が
あ
る

こ
と

障
害
の
あ
る
仲
間
と
一
緒
に
働
け
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

37.5 37.5 37.5 33.3 33.3 18.8 16.7 14.6 12.5 10.4 8.3 6.3 4.2 2.1 16.7 12.5

14.3 35.7 42.9 35.7 21.4 14.3 14.3 7.1 14.3 14.3 7.1 7.1 7.1 21.4

20.0 20.0 40.0 30.0 30.0 20.0 10.0 30.0 10.0 10.0 30.0 10.0

75.0 66.7 41.7 58.3 50.0 33.3 41.7 8.3 16.7 25.0 8.3 16.7



 

18 

問 29 どのようなことに困っていますか。（いくつでも） 

※「問 28 あなたは、人とコミュニケーションをとるときに困ることがありますか。」で「よくある」

「時々ある」と回答した方に質問 

全体では、「一度にたくさんのことを言われると混乱してしまう」が 60.0％と最も高く、「初対面の人

に会うとき不安を感じる」が 48.0％、「自分の言いたいことが相手に伝わらない、または間違って伝わ

る」が 40.0％と続いています。 

 

 

問 31 あなたは、地域の人と、どのように関わりたいと思いますか。（主なもの２つまで） 

全体では、「隣近所のつきあいを大切にしたい」が 33.3％と最も高く、「地域の人と親しくなりたい」

と「興味がある行事等があれば参加したい」がそれぞれ 20.8％と続いています。 

  

（％）

全体(n=25)

【障害種別】

身体障害者(n=4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=11) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

そ
の
他

一
度
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
混
乱

し
て
し
ま
う

初
対
面
の
人
に
会
う
と
き
不
安
を
感
じ
る

自
分
の
言
い
た
い
こ
と
が
相
手
に

伝
わ
ら
な
い
、

ま
た
は
間
違
っ

て
伝
わ
る

自
分
の
意
見
を
言
う
タ
イ
ミ
ン
グ
が

つ
か
め
な
い

複
雑
な
話
や
抽
象
的
な
こ
と
を
理
解
で
き
な
い

相
手
が
何
を
話
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い

災
害
時
な
ど
緊
急
の
連
絡
が
で
き
な
い
、

ま
た
は
連
絡
を
受
け
取
れ
な
い

手
話
や
筆
談
、

点
字
や
音
訳
な
ど
を

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る

相
手
に
マ
ス
ク
を
外
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る

公
共
の
場
で
放
送
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
が

聞
き
と
れ
な
い

意
思
を
伝
え
る
た
め
に
特
殊
な
機
械
や
装
置
が

必
要
で
あ
る

無
回
答

60.0 48.0 40.0 32.0 32.0 20.0 12.0 12.0 8.0 4.0 4.0 12.0 4.0

25.0 25.0 50.0 25.0

75.0 50.0 25.0 25.0 50.0 25.0 25.0

45.5 36.4 54.5 36.4 36.4 27.3 9.1 9.1

(％)

全体(n=48) 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0

0

隣
近
所
の
つ
き
あ
い
を
大
切
に
し
た
い

地
域
の
人
と
親
し
く
な
り
た
い

興
味
が
あ
る
行
事
等
が
あ
れ
ば
参
加
し
た
い

地
域
の
活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
た
い

地
域
を
良
く
す
る
活
動
に
参
加
し
た
い

そ
の
他

地
域
の
人
と
は
あ
ま
り
関
わ
り
を
持
ち
た
く
な
い

無
回
答

33.3 20.8 20.8 6.3 2.1 27.1 14.6

28.6 21.4 28.6 7.1 28.6 7.1

40.0 30.0 20.0 20.0 20.0

16.7 25.0 33.3 33.3 8.3
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問 33 障害のある人が、地域の社会活動などにもっと参加しやすくなるためには、どのようなことが必要だ

と思いますか。（主なもの３つまで） 

全体では、「施設の利用料や活動費への経済的な支援」が 31.3％と最も高く、「一緒に活動する仲

間がいること」が 27.1％、「障害の特性に応じた社会活動に関する情報の提供」が 25.0％と続いてい

ます。 

 

 

問 34 あなたは、障害のことや福祉サービスに関する情報を、どこから知ることが多いですか。 

（いくつでも） 

全体では、「テレビやラジオのニュース」と「インターネット（スマートフォンやタブレット）」がそれぞれ

25.0％と最も高く、「サービス事業所の人や施設の職員」が 20.8％と続いています。 

  

(％)

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0

0

施
設
の
利
用
料
や
活
動
費
へ
の
経
済
的
な
支
援

一
緒
に
活
動
す
る
仲
間
が
い
る
こ
と

障
害
の
特
性
に
応
じ
た
社
会
活
動
に
関
す
る
情
報

の
提
供

施
設
や
公
共
交
通
機
関
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

介
助
者
や
手
話
通
訳
な
ど
の
支
援

障
害
の
特
性
に
応
じ
た
ス
ポ
ー

ツ
活
動
を
適
切
に

指
導
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と

ス
ポ
ー

ツ
や
芸
術
・
文
化
活
動
に
つ
い
て
の
相
談

窓
口
が
充
実
し
て
い
る
こ
と

芸
術
・
文
化
活
動
を
適
切
に
指
導
し
て
く
れ
る
人

が
い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

31.3 27.1 25.0 18.8 12.5 8.3 6.3 4.2 4.2 22.9 12.5

21.4 35.7 14.3 28.6 21.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 21.4

10.0 30.0 10.0 20.0 40.0 10.0

58.3 25.0 33.3 25.0 8.3 16.7 25.0

（％）

全体(n=48) 0.0 0.0

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

通
園
施
設
や
認
定
こ
ど
も
園
、

学
校

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー

ス

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

（

ス
マ
ー

ト
フ
ォ

ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
）

サ
ー

ビ
ス
事
業
所
の
人
や
施
設
の
職
員

本
や
新
聞
、

雑
誌
の
記
事

行
政
機
関
の
広
報
紙

行
政
機
関
の
相
談
窓
口

か
か
り
つ
け
の
医
師
や
看
護
師

病
院
の
相
談
員
や
介
護
保
険
の

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
（

パ
ソ
コ
ン
）

家
族
や
親
せ
き
、

友
人
・
知
人

相
談
支
援
事
業
所
な
ど
の
民
間
の
相
談
窓
口

障
害
者
団
体
や
家
族
会

（

団
体
の
機
関
誌
な
ど
）

民
生
委
員
児
童
委
員

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

25.0 25.0 20.8 16.7 16.7 14.6 14.6 10.4 4.2 4.2 4.2 2.1 4.2 18.8 6.3

50.0 14.3 21.4 21.4 7.1 21.4 14.3 7.1 14.3 7.1 7.1

10.0 10.0 40.0 20.0 10.0 10.0 30.0 10.0

8.3 25.0 16.7 8.3 25.0 25.0 8.3 8.3 8.3 8.3 33.3
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問 35 平成 28 年に「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」が施行され

ましたが、あなたは、障害者に対する地域の人の理解は進んできたと思いますか。 

全体では、「かなり進んできた」と「どちらかといえば進んできた」の合計が 35.5％、「あまり進んでき

たとは思わない」と「進んでいない（変わらない）」の合計が 50.0％となっています。 

 

問 37 災害時、家族が不在の場合など、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。 

全体では、「いる」が 22.9％、「いない」が 31.3％、「わからない」が 39.6％となっています。 

 

問 38 地震や大雨、台風などの災害時に備えて、どのような対策が必要だと思いますか。 

（主なもの３つまで） 

全体では、「避難先でも適切な医療や薬を受け取ることができること」が 29.2％と最も高く、「障害

の特性に応じて、避難場所や被害状況の情報を入手できること」と「安全な場所まで、すぐに避難でき

る対策ができていること」、「避難所生活でプライバシーを守る対策ができていること」がそれぞれ

25.0％と続いています。 

  

4.2
31.3

21.4

30.0

33.3

22.9

14.3

20.0

41.7

27.1

50.0

30.0

16.7

14.6

14.3

20.0

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10)

精神障害者(n=12)

かなり進んできた どちらかといえば進んできた

あまり進んできたとは思わない 進んでいない（変わらない）

無回答

22.9

21.4

20.0

8.3

31.3

35.7

10.0

58.3

39.6

35.7

60.0

33.3

6.3

7.1

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14)

知的障害者(n=10)

精神障害者(n=12)

いる いない わからない 無回答

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0

0

無
回
答

避
難
先
で
も
適
切
な
医
療
や
薬
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

障
害
の
特
性
に
応
じ
て
、

避
難
場
所
や

被
害
状
況
の
情
報
を
入
手
で
き
る
こ
と

安
全
な
場
所
ま
で
、

す
ぐ
に
避
難
で
き
る

対
策
が
で
き
て
い
る
こ
と

避
難
所
生
活
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
守
る

対
策
が
で
き
て
い
る
こ
と

避
難
す
る
と
き
や
避
難
場
所
で
介
助
者
や

支
援
者
が
確
保
で
き
る
こ
と

災
害
時
で
も
、

周
囲
の
人
と

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
と
れ
る
こ
と

日
頃
か
ら
避
難
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と

福
祉
避
難
所
な
ど
障
害
者
に
配
慮
し
た

避
難
場
所
が
確
保
で
き
る
こ
と

日
頃
か
ら
防
災
知
識
を
普
及
・
啓
発
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

29.2 25.0 25.0 25.0 16.7 14.6 14.6 10.4 8.3 2.1 16.7 10.4

21.4 35.7 35.7 28.6 21.4 7.1 7.1 7.1 14.3 14.3

30.0 50.0 10.0 20.0 10.0 20.0 10.0 20.0 10.0

33.3 33.3 25.0 33.3 33.3 16.7 16.7 16.7 8.3 8.3
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（３）障害児の調査結果について 

問 39 お子さんの通所・通学先はどこですか。（いくつでも） 
 

障害種別 通所・通学先 

身体障害者（ｎ＝1） 
・特別支援学校に通学している 

知的障害者（ｎ＝1） 

精神障害者（ｎ＝1） ・その他 

 

問 40 お子さんの介助や支援にあたって、どのような不安や悩みがありますか。（いくつでも） 
 

障害種別 通所・通学先 

身体障害者（ｎ＝1） 
・介助の必要な家族・親族がほかにもいる 

知的障害者（ｎ＝1） 

精神障害者（ｎ＝1） 
・地域の人や周囲の理解がない 

・何かあったときに世話を頼める人がいない 

 

問 41 現在、お子さんの発達の遅れや障害について、主に、誰に（どこに）相談していますか。 

（いくつでも） 
 

障害種別 通所・通学先 

身体障害者（ｎ＝1） ・かかりつけの病院 

・家族・親族 

・専門の病院 

・特別支援学校（総合支援学校） 知的障害者（ｎ＝1） 

精神障害者（ｎ＝1） ・かかりつけの病院 

 

問 42 お子さんの主な介助者が、必要としている支援は何ですか。（いくつでも） 
 

障害種別 通所・通学先 

身体障害者（ｎ＝1） 
・経済的な支援 

知的障害者（ｎ＝1） 

精神障害者（ｎ＝1） ・心身のリフレッシュ   

 

問 43 発育・発達上の支援が必要な子どものために、どのようなことが必要だと思いますか。（５つまで） 
 

障害種別 通所・通学先 

身体障害者（ｎ＝1） 
・特にない 

知的障害者（ｎ＝1） 

精神障害者（ｎ＝1） 
・身近な場所で子どもの発達について相談できる場所を増やすこと 

・相談したいときに素早く、スムーズに相談できること 
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（４）阿武町の取組について 

問 44 あなたは、障害者にとって住みやすいまちをつくるためには、阿武町はどのような取組に力を入れる

べきだと思いますか。（主なもの５つまで） 

全体では、「医療費の助成や手当の支給など経済的な支援を充実する」が 50.0％と最も高く、「障

害福祉サービスを利用しやすくする」が 29.2％、「誰もが障害について学び、理解を深める機会を増

やす」と「就労のための支援や働く場を増やす」がそれぞれ 25.0％と続いています。 

 

 

問 45 阿武町の障害福祉の取組について、ご意見がありましたら、自由にご記入ください。 
 

手帳の種類 回答 

身体障害者手帳１級 

・身内から障害者として、差別を受けている人たちに対して、元旦やお盆の

時に気軽に無料で雨風がしのげる建物を設営してほしいです。差別する身

内には絶対に会いたくないです。 

・災害時の避難場所については、できる限り本人の意向に沿って対応してほ

しい。 

身体障害者手帳２級 

・身体障害や精神障害の立場になって考えてください。 

・さまざまなアンケートを実施されておりますが、何らかの形で結果を返し

てほしいです。 

身体障害者手帳３級 ・デマンド交通を当日でも利用可能にしてほしい。 

身体障害者手帳６級 ・もし自分が障害者になったらと思って、障害者に優しく接してほしい。 

精神障害者保健福祉手帳２級 

・介助をする立場ですが、家庭のことや仕事など全てを行うため、体を休め

る時間がなく疲れていると感じています。フルタイムで働いていますが、

介助のために休日を取らせてくれと頼むのも限界があります。この状況を

受けとめてくれる職場があればすぐにでも転職をするのになどと馬鹿な

ことを考えてしまいます。介助する立場の人を助けてもらえる仕組みはな

いのでしょうか？ 

手帳は持っていない 

・このアンケートは小さな子どもの名前で送られてきたが、親が見ても内容

に難しいところがある。もっとわかりやすいアンケート内容にするか、年

齢に合ったアンケートを作ってほしい。 

  

（％）

全体(n=48)

【障害種別】

身体障害者(n=14) 0.0 0.0 0.0 0.0

知的障害者(n=10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者(n=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

災
害
時
の
避
難
支
援
体
制
を
充
実
す
る

医
療
費
の
助
成
や
手
当
の
支
給
な
ど
経
済
的
な

支
援
を
充
実
す
る

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
や
す
く
す
る

誰
も
が
障
害
に
つ
い
て
学
び
、

理
解
を
深
め
る

機
会
を
増
や
す

就
労
の
た
め
の
支
援
や
働
く
場
を
増
や
す

障
害
が
あ
っ

て
も
移
動
し
や
す
い
道
路
や

交
通
機
関
な
ど
利
便
性
を
向
上
す
る

地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
住
ま
い
を
確
保
す
る

医
療
・
保
健
・
福
祉
に
関
す
る
情
報
提
供
を

充
実
す
る

障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
か
ら
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス

へ
ス
ム
ー

ズ
に
移
行
で
き
る
体
制
を
整
え
る

相
談
で
き
る
場
所
を
増
や
す

す
ぐ
に
相
談
で
き
る
体
制
を
充
実
す
る

財
産
や
権
利
を
守
る
支
援
を
充
実
す
る

無
回
答

手
話
や
音
声
な
ど
を
活
用
し
情
報
を

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
す
る

施
設
や
建
物
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
す
る

住
民
同
士
が
ふ
れ
あ
う
機
会
や

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
場
を
充
実
す
る

参
加
し
や
す
い
ス
ポ
ー

ツ
、

芸
術
・

文
化
活
動
、

生
涯
学
習
を
充
実
す
る

そ
の
他

特
に
な
い

50.0 29.2 25.0 25.0 18.8 16.7 16.7 14.6 12.5 12.5 12.5 12.5 8.3 6.3 6.3 4.2 2.1 12.5 4.2

50.0 42.9 14.3 21.4 35.7 7.1 14.3 28.6 7.1 14.3 7.1 28.6 28.6 7.1 14.3

20.0 10.0 20.0 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 10.0

66.7 25.0 25.0 33.3 16.7 41.7 16.7 16.7 25.0 8.3 16.7 8.3 8.3
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  第２章 計画の基本理念と施策体系  

 

１ 基本理念 

◎ 地域での協働・支え合い 

障害の有無にかかわらず誰もが住み慣れた家庭や地域で自立し安心して暮らすこと

ができる、思いやりの心に満ちた、ふれあい豊かな、みんなが協働し、支え合う社会の

実現をめざします。 

 

◎ 就労・自立・社会参加の支援 

障害のある人が、生涯を通じて、就労をはじめとした様々な社会経済活動に積極的に

参加し、個性を発揮しながら、地域でいきいきと暮らすことができる社会の実現をめざ

します。 

 

◎ 主体性・選択性の尊重 

障害のある人が、一人一人のライフスタイルに応じ、多様な選択肢の中から、自らの

生活を自らの意思で選択・決定していくことができる社会の実現をめざします。 

 

２ 基本目標 

『障害のある人が住み慣れた地域で自立し安心して生活できる社会の実現』 

 

３ 施策体系 

【基本方向】  【具体的な推進方向】 

   

基本方向１ 

誰もが暮らしやすい社会づくり 
 

①権利擁護の推進 

②居住の安定の確保 

③地域力を活かした支え合いの推進 
   

基本方向２ 

安心して暮らせる社会づくり 

 ①相談支援体制の強化 

②地域生活の充実 

③保健・医療の充実 
   

基本方向３ 

いきいきと暮らすことのできる社会づくり 
 

①就労の支援と雇用の促進 

②療育・教育の充実 

③障害者スポーツ・文化芸術の振興 
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  第３章 施策推進の方向  

 

基本方向１ 誰もが暮らしやすい社会づくり 

 

障害のある人が、一人一人のライフスタイルに応じ、多様な選択肢の中から、自らの生活を

自らの意思で選択・決定していくことができる社会の実現をめざします。 

１ 権利擁護の推進 

(１)権利擁護の推進 

○ 判断能力の十分でない障害のある人や認知症高齢者等に対し、福祉サービスの利用援助や日常

的金銭管理等の支援を適切に行うため、地域福祉権利擁護事業の普及・啓発を図るとともに、相談

支援の充実を図ります。 

○ 成年後見制度による支援を必要とする障害のある人のうち制度の利用に必要な経費負担が困難

なものには、費用の一部を補助するほか、法人後見を含め制度の普及・啓発を強化します。 

○ 成年後見制度の申立人がいない場合には、町が代わって申立人になることができるようになって

おり、町の申立て権の活用などにより制度の周知を図り、活用を促進します。 

○ 視覚障害や聴覚障害等がある人については、点訳・音訳奉仕員や手話通訳者等の派遣などコミュ

ニケーションを支援する施策の充実を図ります。 

○ 悪質商法等による障害のある人の被害の未然防止の観点から、障害の特性に配慮した情報提供

等を推進します。 

 

(２)障害者虐待の防止 

○ 障害のある人に対する虐待防止を推進するため、障害者に対する虐待の禁止、虐待を受けた障害

者に対する保護、養護者に対する支援等について理解促進を図るとともに、山口県障害者権利擁

護センターを中心に、町障害者虐待防止センター（町健康福祉課）や労働局等と連携し、障害者虐

待の未然防止、早期発見及び迅速な対応、その後の適切な支援が図られるよう努めます。 

○ 障害者虐待や権利擁護に関する研修を実施し、人材養成を図るとともに、県社会福祉士会や県弁

護士会等の協力を得て専門的な助言を行い、関係機関との連携及び支援の強化を図ります。 

２ 居住の安定の確保 

(１)住宅の確保 

○ グループホームについて、施設から地域生活への移行を促進する観点も踏まえ、地域的なバラン

スや質の確保等に配慮しながら整備を検討します。 

○ グループホーム事業について、地域の実情を踏まえた積極的な活用が図られるよう、事業者や利

用者等に対する一層の周知と情報提供に努めます。 

○ 公営住宅の整備については、障害のある人が安心して快適に生活できるよう配慮した仕様としま

す。また、必要に応じ、障害の特性･程度に対応した改造を行います。 

〇 山口県居住支援協議会と連携を図り、住宅の確保に特に配慮を要する方が民間賃貸住宅に円滑

に入居できるよう、すみやかな情報提供を行います。 
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(２)防犯、防災対策の推進 

○ わかりやすい広報資料やパンフレット等を活用し、障害のある人や家族等が、災害に関する基礎的

知識を理解し、家庭における予防・安全対策等に対する意識が高まるよう取組を進めます。 

○ 社会福祉協議会や民生委員・児童委員と連携して、障害のある人に関する各種調査や保健福祉

サービスの提供等を通じて、災害時に支援等の必要な対象者や介護体制の有無等について、プラ

イバシーに十分配慮しながら把握します。 

○ 福祉施設や病院等において、災害時に入所者・入院患者等の安全確保のための施設設備や組織

体制の整備、緊急受入れ先の確保、地域の自主防災組織や事業所防災組織等との連携・協力など

を強化します。 

○ 防災訓練に当たっては、車椅子利用者等障害のある人を想定した避難誘導や情報伝達などに配

慮するとともに、地域住民や自主防災組織等の十分な協力が得られるように努めます。 

○ 聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うため、文字放送受信装置の普及に努めるとと

もに、ＦＡＸや携帯電話等のＥメールによる情報伝達の体制整備を進めます。 

○ 災害情報の伝達や避難誘導、見守り活動、救出・救護の協力等の支援体制づくりを進めるため、

地域の自主防災組織の育成や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等との連携の強化を図ります。 

○ 避難所において障害のある人などに配慮した生活・支援が可能となるよう、公的住宅、社会福祉施

設等との連携体制を構築しておくとともに、福祉関係団体等の連携・協力の下、食事等の介助や援

助物資の供給など支援体制の充実を図ります。 

○ 「１１０番福祉ＦＡＸ」（聴覚障害者からの１１０番受理専用システム）や各相談窓口の相談ＦＡＸ、Ｅ

メールアドレスやアプリの広報・普及に努めます。 

〇障害者の消費者被害に対応するため、庁内関係各課と情報交換を行うとともに、民生委員・児童委

員、老人クラブ、警察等と情報を共有し、被害の未然防止に努めます。 

３ 地域力を活かした支え合いの推進 

○ 「地域福祉計画」等と整合性をとりながら、高齢者・障害者・障害児・特別な支援を必要とする人等

のできないところを、住民が積極的に参画し、地域で支える取組を充実・強化します。 

○ 「福祉の輪づくり運動」を更に進め、障害のある人の在宅生活を地域全体で支えるとともに、障害

のある人自らが地域の一員として活動に参加できる、小地域ネットワークづくりを進めます。 

○ 障害のある人の在宅生活を支え、地域での障害福祉サービスの利用を支援する担い手として、民

生委員・児童委員の活動に対し必要な支援を行います。 

○ 保健福祉施設や学校、企業など幅広い分野からボランティア活動への参入を促進します。 

○ 地域におけるボランティア活動の拠点となる町ボランティアセンターを整備するとともに、その中核

的な人材であるボランティアコーディネーターの養成をします。 
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重点的な取組 

 

重点的な取組 

◆ 自らの判断で障害福祉サービスを利用することが困難な障害のある人に、地域で自立した生活

が送れるよう福祉サービスの適切な利用を周知、援助 

◆ 成年後見制度の利用促進の強化 

◆ 地域福祉運営協議会の活用など、相談支援事業所や町の相談支援体制の強化 

◆ 公営住宅や民間賃貸住宅の情報提供体制の強化、充実 

◆ 相談支援事業所等を中心とした関係機関の連携強化 

◆ 住民が積極的に参画する地域での支え合いの体制づくり、ピアサポートの強化 
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基本方向２ 安心して暮らせる社会づくり 

 

障害の有無にかかわらず誰もが住み慣れた家庭や地域で自立し安心して暮らすことができ

る、思いやりの心に満ちた、ふれあい豊かな、みんなが協働し支え合う、社会の実現をめざし

ます。 

１ 相談支援体制の強化 

(１)身近な地域における相談支援の充実 

〇 地域住民が自主的に地域生活課題を把握できる体制構築を行い、対象者の早期発見と早期の連

携を図ります。 

○ あらゆる福祉課題に対応できるよう、阿武町総合相談センターを中心に、各ケースに応じ、行政、

医療機関等が連携する体制の充実を図ります。 

(２)専門性の高い相談支援の確保 

○ 精神障害、発達障害、高次脳機能障害等の特性や支援技法等の理解を深め、様々なケースにも

柔軟に対応できるよう、相談業務従事者の養成研修等による人材育成を行います。 

２ 地域生活の充実 

(１)障害福祉サービスの充実 

○ 高齢者、障害者児などの多様な利用者が、住み慣れた家庭や地域で自立し安心して暮らすことが

できるよう、同一の事業所で一体的にサービスを提供する共生型サービスの提供体制の充実を図

ります。 

○ 県と町がそれぞれの役割に応じ、障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた地域生活

支援事業の充実を図ります。 

(２)住まいの確保 

○ 障害のある人等の公営住宅への入居について配慮するとともに、障害のある人が安心して快適に

生活できるよう配慮した仕様とし、また、既存の住宅についても必要に応じ、障害の特性・程度に対

応した改造を行います。 

○ 障害のある人が住み慣れた地域で、自立し充実した生活を送ることができるよう、生活拠点となる

グループホームを地域的なバランスや質の確保等に配慮しながら整備します。 

(３)退院可能な精神障害者の地域生活移行への支援 

〇 退院可能な精神障害者が、退院後も孤立せず地域で自立した生活ができるよう、福祉サービス事

業所等の体験利用等、社会参加の場を確保し、本人の段階にあった在宅生活継続のための体制づ

くりと必要なサービスの充実、利用促進を継続します。 

○ 精神科病院、施設、町、保健所、相談支援事業所などの関係機関と連携しながら、精神障害者の

地域生活への移行支援と退院後の生活の安定を図ります。 

○ 地域生活への円滑な移行を図るため、地域住民の理解促進に努めます。 
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３ 保健・医療の充実 

(１)疾病等の発生予防 

○ 生活習慣病の予防のため、「ハッピーあぶ町健康プラン」に基づく健康づくりを積極的に展開し、町

民の健康を支援する社会環境づくりや地域活動の推進を図ります。 

○ 障害のある人や高齢者が、住み慣れた地域で安全かつ安心して生活していくためには、寝たきり

や要介護状態にならないよう生活機能の維持向上を図る必要があるため、地域における支援体制

の整備の充実を図ります。 

○ 妊産婦や乳幼児に対する健康教育・健康相談、健康診査、療育相談等の適切な推進を図り、障害

児を早期に発見し、早期に適切な療育等を提供するため、関係機関の連携による啓発・フォロー

アップ体制の充実を図ります。 

○ 学校、職域、地域における健康診査等の適切な実施、疾患等に関する相談、カウンセリング等の提

供機会の充実を図ります。 

 

(２)精神保健対策の推進 

○ 心の健康に関する知識の普及・啓発や相談体制の充実を図るとともに、ひきこもりや不登校等の

心の問題への対応については、地域住民と医療・保健・福祉・教育等の関係機関が連携して総合的、

横断的な取組の充実を図ります。 

○ うつ病等精神疾患の正しい理解の促進やアフターケア対策などの取組を促進します。 

○ 地域で生活する精神障害者を支援するため、精神通院医療の活用を図り、精神科デイケアや訪問

看護等を含め通院医療の充実を図ります。 

 

(３)困難ケースへの対応 

〇 生活困窮やごみ屋敷問題等、制度範囲外の問題など特別な支援を必要とする人への対応につい

ては、家族、地域住民、各部署や各関係機関等が連携して、総合的、横断的な取組を進めます。 

○ 地域で生活する難病患者や家族の生活の質の向上を図るため、健康福祉センターと連携をとりな

がら、相談事業や訪問指導等を行い、在宅療養を支援します。 

○ 神経難病等の重症難病患者に対して、適時適切に病床や医療の提供を行うことができるよう、関

係者機関とのネットワークの充実を図ります。 

○ 医療的ケア児や難病患者等の病状等に応じ、保健・医療・福祉 サービスが適時適切に提供される

よう、健康福祉センターや町等関係機関の連携の下、サービス調整の強化を図ります。 

 

重点的な取組 

 

重点的な取組 

◆ 相談支援事業所を中心とした地域住民を含めた関係機関のネットワークの強化 

◆ 制度の谷間にある問題に対する、地域住民を含めた各関係機関の横断的な連携の充実 

◆ 阿武町地域福祉運営協議会の活動の充実 

◆ 地域の実情に応じた、サービスの充実と質の向上 

◆ 退院後の生活支援の強化 
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基本方向３ いきいきと暮らすことのできる社会づくり 

 

障害のある人が、生涯を通じて、就労をはじめとした様々な社会経済活動に積極的に参加

し、個性を発揮しながら、地域でいきいきと暮らすことができる社会の実現をめざします。 

１ 就労の支援と雇用の促進 

(１)就労に向けた支援 

○ 障害のある人の適性や能力に応じた作業や日中活動が安定的に行われるよう、また退院後の精

神障害者等の社会参加の場として、地域活動支援センターの安定した運営を図ります。 

○ 「障害者優先調達推進法（平成２５年（２０１３年）４月）」により拡大が期待される官公需の優先発注

や企業等からの受注の促進など、受注・販売力の強化を図ります。 

○ 福祉施設から一般企業への就労を促進するため、支援者、家族等の意識を更に高めるとともに、

就労移行支援事業所等における就労支援制度の周知を図り、一般企業への就労へつながるよう支

援します。 

(２)障害者雇用の促進 

○ 障害のある人の就労体験の場づくりの拡大と障害のある人の雇用への理解の促進を図ります。 

○ 就労希望相談については、障害者就業支援センターほっとわーくやハローワークと連携をとりなが

ら、早期の就労につながるよう、的確な情報提供を行います。 

○ 障害のある人の雇用を進めるとともに、企業等への意識啓発を図ります。 

○ 就業面・生活面の一体的支援を行うため、保健福祉・教育等の関係機関のネットワークによる支援

体制の強化を図ります。 

２ 療養・教育の充実 

(１)就学前療育・教育の充実 

○ 発達が気になる段階からの療育支援が重要であることから、保護者が気軽に相談できるような体

制の充実を図ります。 

○ 初期相談から就学まで一貫した支援を図るため、児童相談所、保育園、学校との連携を一層強化

します。 

○ 障害のある幼児が適切な療育サービスを利用できるよう、地域の実情等も踏まえながら、児童発

達支援事業所や保育所等訪問支援、放課後等デイサービスなどサービス提供体制の充実を図りま

す。 

○ 保育園において障害のある幼児の受け入れが円滑に進むよう、保育所等訪問支援サービスを利

用し、保育園での発達支援に対応します。 

○ 就学指導に当たっては、町教育委員会が早期から相談支援を行えるよう、関係機関との連携強化

を図ります。また、教育支援会議で就学先を決定する際には、保護者及び専門家の意見を聴くとと

もに、保護者に対し情報の提供に努めます。 
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(２)義務教育段階の教育の充実 

○ 障害の多様化に対応できるよう、一人一人の児童生徒の状況に応じた個別の指導計画・教育支

援計画の作成により、きめ細かく教育内容や方法等の改善を図るなど、特別支援教育の質的充実

を継続します。 

○ 小・中学校管理職への研修等を通して、学校運営上に特別支援教育を明確に位置付け、学校教

育全体における理解と認識が深まるよう取組を推進します。 

○ 放課後、長期休業中など学校生活以外の時間において、障害のある児童生徒の活動の場が適切

に確保されるよう、福祉・教育が連携した対応がとれる体制の整備を図ります。 

○ 地域社会や保育所、小・中学校、高等学校等で、障害に対する理解や認識が深まるよう、特別支

援学校や特別支援学級等との交流や共同学習を推進します。 

○ 障害のある児童生徒の放課後や学校休業日等の対応を図るため、児童クラブへの受け入れや日

中一時支援等のサービスを充実します。 

○ 卒業後の地域での生活がより円滑に営めるよう、在学中から学校教育関係者と卒業後の地域で

の支援を担当する福祉・労働関係者等が連携して、地域での支援を準備できる体制の充実を図り

ます。 

(３)障害の理解・啓発の推進 

〇 発達障害や自閉スペクトラム障害等の広報周知等を行い、未就学児及び就学児等の保護者に対

する理解・啓発を推進します。 

３ 障害者スポーツ・文化芸術の振興 

(１)障害者スポーツの普及と参加しやすい環境づくりの推進 

○ 障害のある人が生涯を通じてスポーツを楽しむことができるよう、各種スポーツ大会の開催や毎

年開催される、全国障害者スポーツ大会の周知啓発や、障害者用スポーツ種目の普及の実現に向

け、身近な地域で一人一人が自分にあった活動の場を自由に選択し、気軽に取り組めるよう環境づ

くりを整備します。 

(２)障害のある人を含めた町民誰もが参加できる身近な文化芸術活動の充実 

○ 地域において、障害のある人を含めた町民誰もがレクリエーションや文化芸術活動に参加すること

ができる機会の充実を図り、その活動成果を周知するとともに、障害のある人の文化芸術活動等に

対する町民の意識啓発を推進します。 

○ 障害のある人の創作活動等の発表の場と芸術文化の鑑賞機会を提供するとともに、町民誰もが

芸術文化にふれ、障害のある人との交流を促進します。 

 

重点的な取組 

 

重点的な取組 

◆ 地域における障害のある人の就業生活支援の充実 

◆ 乳幼児期から学校卒業まで一貫・連続した支援の強化 

◆ 相談支援体制の充実・強化と障害の多様化に対応した教育の強化 

◆ 障害者スポーツ及び芸術文化活動の普及や参加しやすい環境づくりの充実 
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 第４章 計画の推進体制  

 

今後、この計画に基づいて、総合的な障害福祉施策を着実に推進するため、関係団体等と連

携しながら、「阿武町地域福祉運営協議会」等で計画の進捗状況を毎年度点検するなど、適切

な対応を図ります。 

 

１ 計画の推進体制 

各般にわたる障害福祉施策の着実かつ効果的な推進を図るためには、雇用、教育、医療等の分野を超

えた総合的な取組が必要です。また、町民、関係団体、企業、行政等が、それぞれ適切な役割分担のもと、

連携・協働して障害福祉施策の推進を図る必要があります。 

(１)町民の役割 

【障害のある人】 

○ 社会の構成員の一人として、積極的に社会経済活動に参画し、地域の人々との交流を進め、自立

した生活をめざすことが必要です。 

○ バリアフリー、ノーマライゼーションの実現に向けて、当事者の視点から積極的に意見・提言を行う

ことが求められています。 

○ ボランティア活動や地域活動に積極的に参加することが必要です。 

【地域・家庭】 

○ 地域や家庭、学校などで、障害や障害のある人に対する正しい理解を深め、地域で共に支えなが

ら暮らしていける環境づくりを進めることが必要です。 

○ 障害のある人が地域の一員として責任と役割を担い、日常の活動に参加できるような地域づくり

を進めることが必要です。 

(２)民間団体、企業などの役割 

【民間団体】 

○ 障害者団体は、障害のある人の生活の擁護と理解の促進のため、当事者や家族等のニーズに基

づいた具体的な支援活動や各種啓発活動など、自主的な活動を展開することが必要です。また、障

害のある人や家族の仲間づくりを進めることにより、支援の輪を広げ、障害のある人の社会参加を

促進していくことが必要です。 

○ 事業者は、保健福祉サービスに関する情報の提供、質の評価と向上に努め、障害のある人の意向

を尊重し、障害の状況に応じた公正で適切なサービス提供に努めることが必要です。また、地域の

関係機関と連携を密にし、地域で暮らす障害のある人や家族等への支援を行うとともに、ニーズに

応じた事業展開を図っていくこ とが必要です。 

○ 専門職で構成される団体等については、人材の資質向上に取り組むほか、その専門性を生かして

障害者福祉と障害のある人の権利擁護の一層の向上に取り組むことが必要です。 

【企業】 

○ 障害者雇用を積極的に進めるとともに、障害のある人に配慮した職場環境の創出に努めることが

必要です。 

○ 企業の組織、人材等を活用し、地域における企業ボランティア活動など積極的に社会貢献活動を

展開することが必要です。 
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(３)行政の役割 

○ 計画における事業目標を設定し、計画の着実な推進を図ることが必要です。 

○ 地域における障害者福祉を進める主体として、阿武町地域福祉運営協議会を活用し、地域のニー

ズの把握に努めるとともに、地域の実情にあったきめ細かな施策を、計画的に推進することが必要

です。 

○ 雇用、教育、医療等様々な分野の支援ネットワークの強化を図ることが必要です。 

２ 計画の達成状況の点検及び評価 

○ 計画の実効性を確保する観点から、毎年度、計画の推進状況を点検しながら、分析・評価を行い

ます。 

○ 計画を達成する上での課題等については、「阿武町地域福祉運営協議会」等において、関係者の

意見を聴きながら、適切に対応することとしています。 
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  第５章 成果目標の達成状況  

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（１）施設入所から地域生活に移行する者の数 

令和４年度（２０２２年度）末までに、施設入所者の中から地域生活への移行はありませんでした。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

基準値（令和元年度）：13人 13人×８％＝1人  

令和５年度末の地域生活移行者数 1人 ０人 

（２）福祉施設入所者数の削減 

令和４年度（２０２２年度）末までに、施設入所者の中から４人を削減しました。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

基準値（令和元年度）：13人 13人×８％＝1人  

令和５年度末の施設入所者数の削減 1人 ４人 

２ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

（１）地域生活支援拠点等の整備 

町内には地域生活支援拠点等は有りません。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

地域生活支援拠点等の整備か所数 １ 無 

（２）運用状況の検証の場の設定 

地域生活支援拠点等（システム）が有する機能の充実に向けた検証及び検討は、年 1 回実施しています。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

地域生活支援拠点等（システム）が有する機能の充

実に向けた検証及び検討の年間の実施回数 
年 1回 年 1回 

３ 福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設から一般就労へは、移行がありませんでした。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

令和５年度末の一般就労移行者数 1人 ０人 
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４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、「精神障害者の地域移行支援」及

び「精神障害者の地域定着支援」並びに「精神障害者の共同生活援助」が令和４年度（２０２２年度）末

では未達成となっています。 

 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催

回数 
1 1 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の関係

者の参加者数 
9 9 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場におけ

る目標設定及び評価の実施回数 
1 1 

精神障害者の地域移行支援※ 1 ０ 

精神障害者の地域定着支援※ 1 ０ 

精神障害者の自立生活援助※ 0 ０ 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）※ 0 ０ 

精神障害者の共同生活援助※ ７ 4 

注：※は月間利用者数 

５ 障害児支援の提供体制の整備等 

（１）児童発達センターの設置 

児童発達支援センターは、萩圏域の施設を利用しています。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

児童発達センターの設置 萩圏域の施設の利用 萩圏域の施設の利用 

（２）保育所等訪問支援の実施 

保育所等訪問事業については、萩圏域の施設（児童発達支援センター）を利用し実施しました。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

保育所等訪問支援の実施 
萩圏域の施設（児童発達

支援センター）の利用 

萩圏域の施設（児童発達

支援センター）の利用 

（３）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、

萩圏域で図ります。  

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所の確保 
萩圏域で確保 無 

（４）医療的ケア児支援のための協議の場を設置 

医療的ケア児支援のための協議の場については、阿武町子ども・子育て会議を協議の場として活用

しています。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

医療的ケア児支援のための協議の場を設置 
阿武町地域福祉運営協議

会を協議の場として活用 

阿武町地域福祉運営協議

会を協議の場として活用 
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（５）医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置 

医療的ケア児等に関するコーディネーターについては、県が実施するコーディネーター養成講座へ

受講者を推薦するにとどまりました。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置 有 有 

６ 相談支援体制の充実・強化等 

相談支援体制については、関係機関との連携の充実・強化を図っています。また、ニーズに対応で

きる人材育成の支援も実施しています。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

関係機関との連携により相談支援体制の充実を図

る 
有 有 

ニーズに対応できる人材育成の支援 有 有 

７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修は３人が受講しました。 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を分析してその結果を活用し、事業所等と共

有を図り、障害福祉サービスの適正な運営を確保することはありませんでした。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の受

講 
３人 ３人 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果

を分析してその結果を活用し、事業所等と共有を図

り、障害福祉サービスの適正な運営を確保する 

無 無 

８ 発達障害等に対する支援 

発達障害等に対する支援については、令和４年度（２０２２年度）末では無しとなっていますが、今後

県等が実施するペアレントトレーニング等への参加を推進するとともに、ピアサポート活動についての

周知・啓発・活動支援を図ります。 

項目 成果目標 
進捗状況 

（令和４年度末） 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支

援プログラム等の受講者数 
1 無 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支

援プログラム等の実施者数 
1 無 

ペアレントメンターの人数 1 無 

ピアサポートの活動への参加人数 1 無 
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  第６章 成果目標  

国の基本指針に基づき、本町の令和８年度（２０２６年度）の目標を設定します。 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、以下の 2 つの成果目標を、令和４年度末時点の施設入所所者数

１１人を基準に設定します。 

（１）施設入所から地域生活に移行する者の数 

施設入所者のうち、令和５年度（２０２３年度）から令和８年度（２０２６年度）までの累計で１人が地域

生活に移行します。 

項目 目標値 

地域生活移行者数（令和５年度～８年度までの累計） １人 

（２）福祉施設入所者数の削減 

令和８年度（2026 年度）末の施設入所者数を令和４年度（2023 年度）末時点の入所者数から１人

以上削減します。 

項目 
令和 4年度末時点 

入所者数 

令和８年度末時点 

入所者数 
目標値 

施設入所者数の削減 11人 10人 1人 

２ 地域生活支援の充実 

（１）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和８年度（２０２６年度）

末までの間に地域生活支援拠点等を整備します。 

項目 令和８年度 

① 地域生活支援拠点等の設置状況 有 

② コーディネーターの配置人数 配置 

③ 地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置 配置 

④ 支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築 有 

⑤ 支援の実績等を踏まえた運用状況の検証及び検討（検証及び検討の実施回数） 年１回 

（２）強度行動障害を有する障害者の支援体制の整備 

萩圏域において、令和８年度（２０２６年度）末までに、強度行動障害を有する障害者に関して、その

状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めます。 

項目 令和８年度 

① 強度行動障害を有する障害者に関するニーズ把握等の実施 令和８年度までに実施 

② 強度行動障害を有する障害者に関する地域の関係機関が連携した支援体制の

整備 
有 
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３ 福祉施設から一般就労への移行等 

萩圏域において、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会（就労

支援部会）等を設けて取組を進めます。 

（１）福祉施設利用者の一般就労への移行 

項目 目標値 

就労移行支援事業等を通じた一般

就労移行者数 
1人 

 

うち就労移行支

援事業 

うち就労継続支

援 A型事業 

うち就労継続支

援 B型事業 

０人 1人 0人 

（２）一般就労後の定着支援 

項目 目標値 

就労定着支援事業の利用者数 １人 

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住

まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築」に向けた体制づくりが必要です。そのため、保健・医療・福祉関係者による協議の場の

活性化に向けた取組をはじめ、入所施設等から地域生活への移行、地域での定着支援などを推進します。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回

数 
1回 1回 1回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場の関係者

の参加者数 
９人 ９人 ９人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における

目標設定及び評価の実施回数 
1回 １回 1回 

精神障害者の地域移行支援※ 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援※ 1 1 1 

精神障害者の自立生活援助※ 0 0 0 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）※ 0 0 0 

精神障害者の共同生活援助※ 5 5 5 

注：※は年間利用者数 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

萩圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等

を活用しながら、障害児の地域社会体制を構築します。 

（１）児童発達センターの設置 

項目 目標値 

児童発達センターの設置 萩圏域の施設の利用 

（２）保育所等訪問支援の実施 

項目 目標値 

保育所等訪問支援の実施 萩圏域の施設（児童発達支援センター）の利用 

（３）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

項目 目標値 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所の確保 
萩圏域で確保 

（４）医療的ケア児支援のための協議の場を設置 

項目 目標値 

医療的ケア児支援のための協議の場を設置 阿武町地域福祉運営協議会を協議の場として活用 

（５）医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置 

項目 目標値 

医療的ケア児等に関するコーディネーターの設置 設置済み 

６ 相談支援体制の充実・強化等 

（１）基幹相談支援センターの配置等の状況に関する目標 

阿武町総合相談センターを基幹相談支援センターとし、地域相談支援体制の強化に努めます。 

項目 
目標値 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置 設置 設置 設置 

地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的

な指導・助言件数 
４回 ４回 ４回 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 1 1 1 

地域の相談支援機関との連携強化の取組の実施回数 4 4 4 

個別事例の支援内容の検証の実施回数 4 4 4 

主任相談支援専門員の配置数 0 0 1 

（２）協議会での検討状況に関する目標 

項目 
目標値 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 1 1 1 

参加事業者・機関数 1 1 1 
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７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

阿武町として、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくための体制を構築します。 

項目 
目標値 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修

その他の研修への職員の参加人数 
３人 ３人 ３人 

障害者自立支援審査支払等システム

等による審査結果の分析、その結果の

活用、事業所や関係自治体等と共有

する体制の有無及びその実施回数 

体制有無 有 有 有 

実施回数 1 1 1 

指導監査結果の関係自治体との共有体制の有無 無 有 有 

指導監査結果の関係自治体との共有回数 無 有 有 

８ 発達障害等に対する支援 

項目 
目標値 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支

援プログラム等の受講者数 
1人 1人 1人 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支

援プログラム等の実施者数 
1人 1人 1人 

ペアレントメンターの人数 1人 1人 1人 

ピアサポートの活動への参加人数 1人 1人 1人 
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 第７章 障害福祉サービス等の必要量の見込みと方策  

１ 障害福祉サービス等の必要量の見込み 

（１）障害福祉サービスの内容 

種類 サービス名 サービス内容 

介
護
給
付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家

事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行

います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者その他の障害のある方で常時介護を要するものとして厚

生労働省令で定めるものに、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介

護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他

の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行い

ます。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある方等につき、外出時

において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せ

つ及び食事等の介護、その他外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行

います。 

行動援護 

障害のある方等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、

外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際

に必要な援助を行います。 

重度障害者等包括支援 

重度の障害のある方等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援

護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労

継続支援を包括的に提供します。 

生活介護 

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施

設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機

会の提供その他必要な援助を要する障害のある方であって、常時介護を要す

るものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調

理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要

な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機

能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。 

療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害のある方であって常時

介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機

能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上

の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療と

して提供します。 

短期入所 

（ショートステイ） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施

設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある方等につき、

当該施設に短期間入所し、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行い

ます。 

施設入所支援（障害者支

援施設での夜間ケア等） 

施設に入所する障害のある方につき、主として夜間において、入浴、排せつ

及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活

上の支援を行います。 
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種類 サービス名 サービス内容 

訓
練
等
給
付 

自立 

訓練 

機能訓練 

身体障害のある方につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通所

し、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害の

ある方の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行い

ます。 

生活訓練 

知的障害又は精神障害を有する障害のある方につき、障害者支援施設若しく

はサービス事業所に通所し、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所に

おいて、又は当該障害のある方の居宅を訪問することによって、入浴、排せ

つ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に

関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。 

就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用され

ることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機

会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動

に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着

のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。 

就労継続

支援 

Ａ型 

（雇用型） 

企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労

することが可能な 65 歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提

供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他

の必要な支援を行います。 

Ｂ型 

（非雇用型） 

一般企業等での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困難な

人や、就労移行支援事業を利用したが一般企業への雇用に結びつかなかった

人、50 歳に達している人などに一定の賃金水準に基づく働く場を提供すると

ともに雇用形態への移行に必要な知識及び能力を習得するために必要な支援

を行います。 

就労定着支援 
就労移行支援などを利用して就業した方の就労を継続するために、事業所や

家族との相談や連絡調整などの支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害のある方につき、主として夜間に

おいて、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を

行います。 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人

に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害のあ

る方への理解力、生活力等を補う観点から、適切な支援を行います。 

相
談
支
援
事
業 

計画相談支援 

障害福祉サービス又は地域移行支援・地域定着支援を利用する障害のある方

及び障害児相談支援で対象となるサービス以外の障害福祉サービスを利用す

る障害のある児童を対象に、それらのサービスを利用するに当たって必要と

なる「サービス等利用計画」を作成するとともに、一定の期間ごとにサービ

ス等の利用状況のモニタリングを行い、計画の見直しを行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する１８歳以上の者等を

対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支

援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 

地域定着支援 
居宅において単身で生活している障害のある方等を対象に常時の連絡体制を

確保し、緊急時には必要な支援を行います。 
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（２）障害福祉サービス実績・見込量と確保策 

障害福祉サービスについては、訪問系、日中活動系、居住系の３つに区分して必要量を見込みます。 

サービス量の見込みは、令和４年度（２０２２年度）までの実績を踏まえ、現在の利用者を基礎として、

利用者のニーズ、退院可能な精神障害者を含めた新たなサービス利用者の見込み数などを勘案し、

地域の実情を踏まえて設定しています。 

ア 訪問系サービス 

前計画期間の実績見込みを踏まえ、町内の事業者を中心にサービス提供体制を確保し利用量を見

込みます。 

事業名 単位 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

居宅介護 

時間／月 12 15 18 24 24 24 

人／月 ２ 2 ２ 3 3 3 

重度訪問介護 

時間／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

人／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

行動援護 

時間／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

人／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

重度障害者等包括支援 

時間／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

人／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

同行援護 

時間／月 ０ 0 ０ 4 4 4 

人／月 ０ 0 ０ 1 1 1 

訪問系 計 

時間／月 12 １５ 18 28 28 28 

人／月 ２ 2 ２ 4 4 4 

※令和５年度（2023年度）は令和５年（2023年）４月～９月の実績  
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イ 日中活動系サービス 

日中活動系サービスでは、生活介護、就労継続支援（Ａ型）及び就労継続支援（Ｂ型）の利用が多く

なっています。 

本計画では、町内の事業者を中心にサービス提供体制を確保し、設定するものとします。 

事業名 単位 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

生活介護※ 
人日／月 ３５ 44 ３０ 59 59 59 

人／月 ３ 3 ３ 4 4 4 

自立訓練（機能訓練） 
人日／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

人／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

就労選択支援 
人日／月 ０ 0 ０ 6 6 6 

人／月 ０ 0 ０ 2 2 2 

自立訓練（生活訓練） 
人日／月 １３ 17 ０ 17 17 17 

人／月 １ 1 ０ 1 1 1 

就労移行支援 
人日／月 ０ 0 １１ 6 6 6 

人／月 ０ 0 １ 2 2 2 

就労継続支援（Ａ型） 
人日／月 １２ 33 ２５ 44 44 44 

人／月 １ 3 ３ 4 4 4 

就労継続支援（Ｂ型）※ 
人日／月 １０３ 90 ７１ 120 120 120 

人／月 ８ 9 １１ 12 12 12 

就労定着支援 人／月 ０ 0 ０ 1 1 1 

療養介護 人／月 １ 1 １ 2 2 2 

短期入所（福祉型） 
人日／月 ３ 2 ０ 2 2 2 

人／月 １ 1 ０ 1 1 1 

短期入所（医療型） 
人日／月 0 0 0 0 0 0 

人／月 0 0 0 0 0 0 

※継続入所者数を除いて算定 

※令和５年度（2023年度）は令和５年（2023年）４月～９月の実績 
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ウ 居住系サービス 

町内には、障害者に対応したグループホームがないことから、他市町のグループホームを利用して

います。障害者の地域移行を促進する観点から、地域における居住を支援するグループホームの建設

についての検討を行っています。 

事業名 単位 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

自立生活援助 人／月 ０ 0 ０ 0 0 0 

共同生活援助 人／月 ４ 5 ６ 7 7 7 

施設入所支援 人／月 ７ ９ 11 12 12 12 

※継続入所者数を除いて算定 

（３）相談支援 

相談支援において、サービス等利用計画案を支給決定の参考とするために作成し、支給決定後、決

定した内容に基づきサービス等利用計画を作成しています。 

前計画期間中の実績をもとに本計画期間の見込みを設定します。 

事業名 単位 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

計画相談支援 人／月 6 8 6 8 8 8 

地域移行支援 人／月 ０ 0 ０ 1 1 1 

地域定着支援 人／月 ０ 0 ０ 1 1 1 
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２ 地域生活支援事業の見込みと実施方策 

（１）本町の地域生活支援事業 

地域生活支援事業とは、国の実施要綱メニューから地域の実情に応じて、市町村が実施する事業

で、必須事業と任意事業があります。 

種類 事業内容等 

必

須

事

業 

理解促進研修・啓発事業 
地域の住民に対して、障害のある方に対する理解を深める研修会やイベ

ントの開催や啓発活動などを行う。 

自発的活動支援事業 
地域において自発的に行う活動（ピアサポート、災害対策、ボランティア活

動など）を支援する。 

相談支援

事業 

障害者相談支援事業 相談の専門員を設置し、障害者福祉に関する相談支援を行う。 

機能強化事業 
一般的な相談に加え専門的な職員を配置し、困難なケース等への対応を

強化する。 

住宅入居等支援事業 
一般住宅等への入居希望者に、入居に必要な調整等・家主等への相談・

助言も含める支援を行う。 

成年後見制度利用支援事業 
知的又は精神障害のある方等で、成年後見制度の適用が必要な者に利

用のための支援を行う。 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確

保できる体制を整備するとともに、町民後見人の活用も含めた法人後見

の活動を支援することで、障害のある方の権利擁護を図る。 

地域自立支援協議会 
相談支援をはじめとして、地域の障害福祉に関する協議の場として、設置

する。 

意思疎通

支援事業 

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

障害のある方と障害のない方の意思疎通を支援するため、手話通訳者及

び要約筆記者を派遣する。 

日常生活用具給付等事業 
重度の障害のある方に対し、給付又は貸与して日常生活の向上を図る。

障害やその程度により給付用具が異なる。 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障害のある方等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援

者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員

を養成研修する。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある方に対し、ヘルパーなどが外出の支援

を行う。 

任

意

事

業 

日中一時支援事業 通所して日中活動の場の提供、見守り、社会適応訓練を行う。 

社会参

加促進

事業 

スポーツ・レクリエー

ション教室開催等事業 

障害のある方の社会参加活動への参加を促進するため、行事を開催し、

身体・知的・精神障害のある方等の参加を促進する。 

声の広報等発行 
視覚障害等により文字による情報取得が困難な障害者等を対象に広報

紙を音訳し、地域生活で必要な情報を提供する。 

自動車改造助成事業 
身体障害者が自ら所有し、運転する自動車の改造に要する経費の一部を

助成する。 

 

 

 

  



 

46 

（２）必須事業 

ア 理解促進事業・啓発事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 有 有 有 有 有 有 

イ 自発的活動支援事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

自発的活動支援事業 実施 有 有 有 有 有 有 

ウ 相談支援事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

障害者相談支援事業 実施か所 有 有 有 有 有 有 

基幹相談支援センター等機能

強化事業 
実施 有 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施か所 0 0 0 0 0 1 

エ 成年後見制度利用支援事業・成年後見制度法人後見支援事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

成年後見制度利用支援事業 実施 無 無 有 有 有 有 

成年後見制度法人後見支援事

業 
実施 無 無 無 無 無 有 

オ 意思疎通支援事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

手話通訳者等派遣事業 利用者 0 0 0 1 1 1 

手話通訳者設置事業 設置数 1 1 1 1 1 1 

要約筆記者等派遣事業 利用者 0 0 0 1 1 1 

カ 日常生活用具給付等事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

介護・訓練支援用具 年間件数 0 1 0 1 1 1 

自立生活支援用具 年間件数 1 0 1 1 1 1 

在宅療養等支援用具 年間件数 1 2 1 2 2 2 

情報・意思疎通支援用具 年間件数 0 0 0 0 0 1 

排泄管理支援用具 年間件数 30 40 30 40 40 40 

居宅生活動作補助用具 年間件数 0 0 0 1 1 1 
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キ 手話奉仕員養成研修事業 

事業名 
単位・区

分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

手話奉仕員養成研修事業 登録者 0 0 0 0 0 1 

ク 移動支援事業 

事業名 単位・区分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

移動支援事業 
利用者/月 2 2 2 2 2 2 

利用時間/月 9 4 3 5 5 5 

 

（３）任意事業 

ア 日中一時支援 

事業名 単位・区分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

日中一時支援事業 
日数/月 0 8 0 2 2 2 

利用者/月 0 1 0 1 1 1 

イ スポーツ・レクリエーション教室開催等 

事業名 単位・区分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

スポーツ・レクリエーション

教室開催等事業 
実施 有 有 有 有 有 有 

ウ 声の広報等発行・ 

事業名 単位・区分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

声の広報等発行 実施 有 有 有 有 有 有 

エ 自動車改造助成事業 

事業名 単位・区分 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

自動車改造助成事業 利用者/年 0 0 0 1 1 1 
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３ 障害児福祉サービス等の必要量の見込み 

（１）障害児福祉サービスの内容 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 

児童発達支援センター等に障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の

指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供し

ます。 

医療型児童発達支援 
障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識

技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供します。 

放課後等デイサービス 
就学している障害のある児童について、授業の終了後又は休業日に通所し、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 

保育所等訪問支援 

保育所・幼稚園・小学校等に通う障害のある児童について、当該施設を訪問し、当該施設

における障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を

行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
外出をすることが困難な重度の障害のある児童を対象に、居宅を訪問して基本的な動作

の指導、知識技能の付与などの支援を行います。 

障害児相談支援 

障害児通所支援の給付決定等について、障害児支援利用計画書の作成、関係者との連

絡調整、障害児通所支援の利用状況の検証、給付決定等に係る申請の勧奨等を行いま

す。 

医療的ケア児に対する 

コーディネーターの配置 

総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置

を促進します。 

（２）障害児福祉サービス実績・見込量と確保策 

乳幼児期における障害の早期発見、早期療育を推進するため、乳幼児検診や子育て世代包括支援

センター機能の充実を図り、専門機関との連携、情報共有による一貫した支援体制を整備します。 

事業名 単位 

前計画の実績 本計画の見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

児童発達支援（福祉型） 
人日/月 ９ 21 １８ 28 28 28 

人/月 ２ 3 ３ 4 4 4 

児童発達支援（医療型） 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人日/月 2 2 ２ 2 2 2 

人/月 １ 1 １ 1 1 1 

保育所等訪問支援 
人日/月 6 1 ２ 2 2 2 

人/月 ２ 1 ２ 2 ２ ２ 

居宅訪問型児童発達支援 
人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 ２ 2 ３ 2 2 2 

医療的ケア児コーディネー

ター 
人/年 1 1 1 1 1 1 

  



 

49 

 参考資料  

 

１ 阿武町地域福祉運営協議会設置要綱 

平成 31 年 4 月１日 

告示第 23 号 

（設置） 

第１条 阿武町の地域福祉に関わる諸施策について、広く町民の意見を反映させるため、阿武町地域

福祉運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 地域包括支援センターに関すること。 

ア 地域包括支援センターの設置者の選定及び変更 

イ 地域包括支援センターの運営及び評価に関する事項 

ウ 地域における多機能ネットワークの形成に関する事項 

エ 地域包括支援センターの職員の確保 

オ その他必要なこと。 

（２） 地域密着型サービスに関すること。 

ア 地域密着型サービスの指定に関すること。 

イ 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。 

ウ サービスの質の確保、運営評価 

エ その他必要なこと。 

（３） 障害者地域自立支援に関すること 

ア 福祉サービス利用に関する相談支援事業の中立及び公平性の確保 

イ 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整 

ウ 地域の関係機関によるネットワークの構築 

エ 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成及び具体化 

オ 地域における障害者差別を解消するための取組 

カ その他必要なこと。 

（４） 介護保険・老人福祉に関すること。 

ア 介護保険制度の円滑な運営に関すること。 

イ 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定及び推進に関すること。 

（５） 社会福祉に関すること。 

ア 社会福祉事業の円滑な運営に関すること。 

イ 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 

（６） 虐待防止、権利擁護等の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、サービス利用関係者、医療機関、福祉関係団体及びサービス事業所のうちから町長が委

嘱する。 
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（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。 

（運営） 

第５条 協議会の会議(以下「会議」をいう。)は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めて、その意見を求めることができる。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、原則２年とする。ただし、任期満了日を行政会計年度途中において迎える場合

は、当該満了日を会計年度満了日とすることができる。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って、定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 18 年３月 23 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年６月 24 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31 年 4 月１日から施行する。 
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２ 阿武町地域福祉運営協議会委員名簿 

 

区 分 所属及び役職等 氏 名 備 考 

サービス利用関係者 

阿武町障害者代表 白松 博之  

阿武町老人クラブ連合会会長 長嶺 世史  

阿武町婦人会代表 藤田 恒代  

医療機関 
齋藤医院  齋藤 瑛  

和田歯科医院 和田 孝宣  

福祉関係団体 

阿武町民生委員・児童委員協議会会長 藤村 聖美  

阿武町ボランティア連絡協議会会長 吉岡 勝  

阿武町社会福祉協議会会長 小田 武之  

任 期 自 令和４年１０月１日 

至 令和６年９月３０日 
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